
デイサービスとまと宗高「指定通所介護事業・第1号通所事業」運営規程

（事業の目的）

第1条株式会社トマトが開設するデイサービスとまと宗高（以下「事業所」と

いう。） が行う「指定通所介護事業・第1号通所事業」（以下「事業」と

いう。）の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を

定め、 要介護又は要支援状態にある高齢者（以下「利用者」という。） に

対し、 適正な指定通所介護事業・第1号通所事業を 提供することを目的

とする。

（運営の方針）

第2条事業所の職員は、 利用者の心身の特性を踏まえて、 その有する能力に応

じ自立した日常生活を営むことができるよう、 入浴、 排泄、 食事の介護

その他の生活全般にわたる援助及び機能訓練を行うことにより利用者の

心身機能の回復を図るものとする。

2 事業の実施に当たっては、 関係市町村、 地域の保健·医療・福祉サービスを

提供する者との綿密な連携を図り、 総合的なサービスの提供に努めるもの

とする。

（事業所の名称等）

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、 次のとおりとする。

(1) 名称 デイサービスとまと宗高

(2) 所在地 焼津市 宗高 848-1 M' sビル101

（職員の職種、 員数及び職務内容）

第4条 事業所に勤務する職員の職種、 員数及び職務内容は、 次のとおりとす

る。

(1) 管理者 1人

管理者は、 事業所の他の職員の管理及び業務の管理を 一元的に行うもの

とする。

(2) 生活相談員 1人以上（常勤l人以上、 介護職員と兼務）

生活相談員は、 事業所に通う利用者、 又は利用者家族の相談を受け、 サ
ービス調整等を行う。

(3) 介護職員 2人以上







（その他運営についての重要事項）

第1 3条 事業者は、職員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設け

るものとし、 また、 業務体制を整備する。

(1) 採用時研修 採用後6か月以内

(2) 継続研修 年2回

2 職員は、 業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく漏ら

してはならない。

3 職員であった者に、 業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させ

るため、 職員でなくなった後においても、 これらの秘密を保持させるべき旨

を、 職員との雇用契約の内容とする。

4 この規程に定める事項のほか、 運営に関する重要事項は事業者と事業所の

管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則

この規程は、 令和6年1月15日から施行する。




